
６事業再生・債権管理Newslet ter 2019年3月号

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務
を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきま
しては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

PROFILEはこちら

吉 原  秀
Masaru Yoshihara

第１　はじめに

　債権の譲受人が債務者及び第三者に対して当該債権の債

権者（譲受人）たる地位を主張するためには、それぞれに対

する対抗要件（債務者に対する債権譲渡通知又は債務者の

承諾）を具備する必要があります（現行民法４６７条１項）。

　これを受けて、債権譲渡契約においては、債務者が住所変

更等をしたことにより債権譲渡通知が債務者に到達しない場

合に備えて、債務者が住所や商号の変更を債権者に届け出

なかったために債権譲渡通知が延着又は不達となった場合

には、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとみな

す旨の定め（「みなし到達条項」などと呼ばれます）が設けら

れていることがあります。

　この点について、東京高裁平成２７年３月２４日判決（上告

が棄却され、確定しています。）は、このようなみなし到達条

項が債権譲渡通知には適用されないと判示しており、債権管

理実務においても、本判決を踏まえた対応を検討しておくこ

とが肝要になります（特に重要になるのは、債権を譲り受ける

際の対応です）。

　そこで、以下、本判決の判示内容を概説し、実務上の留意

点等をご紹介します。

第２　本判決の判示内容

１　事案の概要

H19.7.27

　Ａは、Ｙに対して１５億円を貸付け（以下Ａが取得した貸金

返還請求権を「本件貸金債権」といいます。）※₁

同日

　ＡはＢに本件貸付金債権を譲渡し、Ｙは当該譲渡を承諾

H20.6.5

　Ｙが利息の支払いを遅滞したため、期限の利益を喪失

H20.11.1

　ＢがＣに本件貸金債権を譲渡

H20.12.8

　ＣがＤに本件貸金債権を譲渡

H21.4.21

　Ｂについて破産手続開始決定（同手続内で、Ｂの破産管財

人がＢのＣに対する本件貸金債権の譲渡について否認権を

行使し、その認容決定に対して異議の訴えが提起される）

H24.11.12

　上記異議の訴えにおいて、本件貸付金債権がＤに帰属す

る旨の裁判上の和解が成立

債権管理実務における留意点

～いわゆるみなし到達条項は債権譲渡通知には適用されないとした裁判例を通じて～

※₁本件消費貸借契約においては、
1）印章・名称・商号・代表者・住所・勤務先その他届出事項に変更があったときは、直ちに、債権者に対して書面で届け出ます。
2）前項の届出を怠ったために債権者の通知・書類送付等が延着し、または到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに同意します。
　との定めが設けられていました。
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H24.12.10

　ＤからＸに本件貸金債権を譲渡

H25.1.30

　Ｂ破産管財人、Ｃ及びＤは、Ｙの前商号である「㈱α」を宛

先として（※₂）、本件貸金債権がＤに帰属することを通知する

書面（「債権帰属確定通知」と題する書面）を特定記録郵便

で送付し、翌日、同書が宛先住所に到達（この点について

は、Ｙに到達したものとは認められないとの事実認定がなさ

れています（※₃）。）

H25.3.4

　 ＸがＹに対し、本件貸金債権の一部である１０００万円の支

払いを求める支払督促の申立て

H25.3.27

　Ｄは、Ｙの前本店所在地を宛先として（※₄）、本件貸金債権

を株式会社Ｘに譲渡したことを通知する「債権譲渡通知書」と

題する書面を内容証明郵便により送付したが、保管期間経

過によりＤに返送

H25.5.26

　支払督促正本がＹに送達（本件認定事実によれば、送達

先をＹ代表者自宅とするよう上申がなされたと思われる）

H25.6.7

   この支払督促に対してＹが異議申立て（本件訴訟に移行）

H25.11.8

  Ｄは、Ｙに対して、本件貸金債権を平成２４年１２月１０日に

株式会社Ｘに譲渡した旨の債権譲渡通知（到達）

【概略図】 
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※₂株式会社Ｙの商号変更の経過は、以下のとおりです。
　H17.11.14 設立
　H19.9.10  旧商号㈱αに商号を変更
　H21.11.17 現商号（訴訟係属時）に商号を変更

※₃この到達時においては、Ｙが前商号（㈱α）よりＹに商号変更してから３年以上が経過していること及び配達郵便局からは前本店所在地宛に郵送したと推認されることから、特定記録
があるとしても株式会社Ｙに当該通知が到達したとは認められないとの事実認定がなされました。

※₄株式会社Ｙは、
　H23.7.19　本店所在地移転（港区青山内で本店所在地移転）
　H24.10.29 本店所在地移転（港区青山→中央区月島）
　H25.1.22　本店所在地移転（中央区月島→港区東麻布）　と本店移転を繰り返していました。

②債権譲渡 ③債権譲渡 ④債権譲渡 ⑤債権譲渡

⑥債権帰属確定通知
 （不到達との事実認定）

⑦支払督促申立て

　　　 ↓

⑨本件訴訟へ移行

⑧ 債 権 譲 渡 通 知
　　（返送により不到達）

①H19.7.27 貸付け
 （本件貸金債権）
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２　本判決の判示内容

　本判決は、「債権譲渡について定めた民法４６７条１項が、

債務者の承諾とともに債務者に対する譲渡の通知を、債務

者及び債務者以外の第三者に対する関係において対抗要

件としたのは、債権を譲り受けようとする第三者は、まず債務

者に対して債権の存否やその帰属を確認し、これに対して、

債務者も、譲渡の通知等を受けていない限り、第三者への債

権の譲渡がないものと表示するのが通常であるから、第三者

はこのような債務者の表示を信頼して、当該債権を譲り受け

ることになることを踏まえたものである。したがって、民法の規

定する債権譲渡の対抗要件制度は、当該債権についての債

務者の認識を通じて、譲渡の有無が第三者に表示されること

を根幹として成立しているものと解される。……（中略）……こ

のように、民法は、債務者の認識を通じて、債権についての

取引の安全を確保しようとしているから、債権譲渡において

は、その通知を発したことよりも、通知が債務者に到達したこ

とを重視すべきである。そして、本件においては、Ｄからの債

権譲渡の通知が到達しなくても、本件貸金債権がＸに譲渡さ

れた事実をＹが認識していたと認めるに足りる証拠はない（ま

た、これを容易に認識することができたと認めるに足りる証拠

もない。）。したがって、実際に本件債権譲渡通知がＹに到達

しておらず、これにより債務者であるＹが譲渡の事実を認識

するに至らなかったにもかかわらず、本件みなし到達規定に

より、本件債権譲渡通知がＹに到達したものと解することは相

当ではないというべきである（下線は筆者によります。）」と判

示し、みなし到達条項があっても、実際に到達しなければ債

務者対抗要件は具備されない旨を明確にしました。

　この点に関連し、本判決は、民法４６７条１項の強行法規性

に関しても判示しています。

第３　本判決の説明

１　主たる争点（時効中断の成否）について

　本件において、Ｙは期限の利益の喪失日の翌日を起算点

とする消滅時効（商法５２２条本文）が完成していると反論し、

これに対し、Ｘは平成２５年３月４日になした支払督促申立て

（及び支払督促正本の到達）により時効は中断しているとして

再反論しており、Ｘの当該再反論が認められるか、という点が

本件の主たる争点でした。

　本判決における上記判旨は、Ｘの申立てによる支払督促正

本がＹに送達された時点において、Ｘへ本件貸金債権が譲

渡された旨の通知がＹに到達していなかったことから（この到

達が認められるかという局面でみなし到達条項の有効性が問

題となります。）、Ｙとしては本件貸金債権の債権者がＸに変

更されていることを認識できない状態であり、そのような状況

下でなされた支払督促申立てには時効中断効は生じないと

の判断を示したものです。

　本判決の判旨に対しては、債権譲渡通知がＹに到達未了

の状態であっても支払督促申立ての時効中断効は必ずしも

否定されないとする見解もありえますが、本判決に対する上

告が棄却されている以上、債権管理実務においては、本判

決の判断を前提に対応を検討する必要があると思われます。

２　Ｙの帰責性と、その裏返しとしてのＸの帰責性

　本件において、Ｘは、Ｙが本店所在地を転々と移動させな

がらこれをＸに届け出ていなかったにもかかわらず、本件貸

金債務を免れるべく本件債権譲渡通知の未到達を主張する

のは権利濫用（ないしは信義則違反）であるとも主張していま

した。

　この点に関し、本判決は、Ｙの本店所在地移転の目的が本

件貸金債権に対する支払いを免れることにあったものとは認

められないと認定した上で、①Ｘは、本件支払督促申立ての

時点でＹの本店所在地の移転を知っており、かつ、平成２５

年６月には本件貸金債権の消滅時効が完成することも認識

していたこと、②平成２５年３月２７日付けの債権譲渡通知は
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Ｙに到達せずに返送されているが、ＸはＤに到達の有無の確

認をしておらず、また、Ｄに本店所在地移転の事実を知らせ

ず、支払督促正本の送達と同様に代表者の自宅宛てに送付

することを求めたとも認められないこと等を摘示して、Ｙの主

張は権利濫用にも該当しない旨判示しました。

　この点については、Ｘの権利行使にも甘さがあったと指摘

する評釈も存するところであり、本判決の判示も踏まえると、

債権の譲受人としては、債務者の本店所在地の確認、譲渡

人による債権譲渡通知が債務者に到達したことの確認はそ

れぞれ必須事項といえるでしょう。

第４　残された問題～債務者の所在が不明な場合の

対抗要件具備の方法～

　本判決の事案を離れますが、その判旨を前提とする限り、

債務者の所在が不明な場合の債務者対抗要件具備の方法

は、公示による意思表示（民９８条）しかないことになります。

　この点について、民法９７条は債権譲渡通知にも準用され

ると解されていますが1、公示送達による債権譲渡通知が許さ

れるかについては確定的な見解がなく、これを肯定する裁判

例が存在する一方で、これを否定する見解も存在します。仮

に否定されるとすれば、債務者対抗要件具備が不能となり、

そのような状況下で公示送達により訴状を送達する方法で訴

えを提起する等して権利保全したとしても、その時効中断効

の有無が問題として残ることになりえますので、この不都合性

をどう処理するのかは今後の議論や実務の積み重ね、あるい

は適切な立法が俟たれるところです。いずれにしても、債権

の譲受人としては、所在の知れない者に対する債権を譲り受

ける場合には、上記リスクを踏まえてこれを行うべきことになる

でしょう。

第５　改正債権法との関係

　今般の債権法改正（２０２０年４月施行）においては、改正法

９７条２項に「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到

達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきで

あった時に到達したものとみなす」との規定が新設されます。

ここにいう、「意思表示の通知が到達することを妨げたとき」と

は、意思表示が了知可能な状態に置かれることを相手方が

妨げたことを意味し、通知受領を拒絶した場合に限られない

と解されています2。

　債権譲渡通知は「観念の通知」であるとされ、意思表示に

関する規定が類推適用されますが、債権譲渡通知にも改正

法９７条２項の適用ないし類推適用があるのか否かについて

は、今後の議論に委ねられています。

第６　実務上の留意点

　本判決は、最高裁への上告が棄却されて確定しています

ので、いわゆるみなし到達条項が債権譲渡通知にも適用さ

れるかという問題について、一定の先例性があると思われま

す。債権の譲受人においては、譲受債権についての契約書

に本件のようなみなし到達条項があっても、その適用が排斥

される可能性が高いことに留意し、特に消滅時効の完成が早

期に予期される場合には、公示送達の方法による意思表示

も見据えて債権保全措置を講ずる必要があります。債権を譲

り受けてから早期に債権譲渡通知をするよう譲渡人に促すこ

とはもとより、譲受時点での債務者の本店所在地の確認や、

債権譲渡通知の到達の有無の確認等を怠らぬよう対応を徹

底しておくのが無難といえるでしょう。

１：大判明４５・３・１３民録１８輯１９３頁

２：潮見佳男『民法（債権関係）改正法の概要』（きんざい，２０１７年）１３頁
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